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○ 建 築 物 の 基 礎 、 主 要 構 造 部 等 に 使 用 す る 建 築 材 料 並 び に こ れ ら の 建 築 材 料 が 適 合 す べ き 日 本 工 業 規 格 又 は

日 本 農 林 規 格 及 び 品 質 に 関 す る 技 術 的 基 準 を 定 め る 件 （ 平 成 十 二 年 建 設 省 告 示 第 千 四 百 四 十 六 号 ） 改 正 案 

 

第 一 建 築 基 準 法 （ 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 三 十 七 条 の 建 築 物 の 基 礎 、 主 要 構 造 部 そ の 他 安 全 上 、 防 火 上 又

は 衛 生 上 重 要 で あ る 部 分 に 使 用 す る 建 築 材 料 で 同 条 第 一 号 又 は 第 二 号 の い ず れ か に 該 当 す べ き も の は 、 次

に 掲 げ る も の と す る 。 

一 ～ 八 （ 略 ） 

八 の 二 軽 量 気 泡 コ ン ク リ ー ト パ ネ ル 

九 ～ 十 九 （ 略 ） 

第 二 （ 略 ） 

第 三 （ 略 ） 

別 表 第 一 （ 法 第 三 十 七 条 第 一 号 の 日 本 工 業 規 格 及 び 日 本 農 林 規 格 ） 

 (い
)

  (ろ
)
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第 一 第 八 号

の 二 に 掲 げ

る 建 築 材 料 

Ｊ Ｉ Ｓ Ａ 五 四 一 六 （ 軽 量 気 泡 コ ン ク リ ー ト パ ネ ル ）- 一 九 九 七 （ 寸 法 を 除 く 。 ） 
別 表 第 二 （ 品 質 基 準 及 び そ の 測 定 方 法 等 ） 

 (い
)

  (ろ
)

  (は
)

 

建 築 材 料 の

区 分 

品 質 基 準 測 定 方 法 等 

第 一 第 八 号

の 二 に 掲 げ

る 建 築 材 料 

一 軽 量 気 泡 コ ン ク リ ー ト の 原

料 、 補 強 材 、 防 錆 材 そ の 他 の

使 用 材 料 が 定 め ら れ て い る こ

と 。 

 

 二 各 部 の 形 状 、 寸 法 及 び 寸 法

精 度 の 基 準 値 が 定 め ら れ て い

る こ と 。 

二 各 部 の 寸 法 及 び 寸 法 精 度 の 測 定 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ａ 五 四

一 六 （ 軽 量 気 泡 コ ン ク リ ー ト パ ネ ル ）- 一 九 九 七 に よ る

か 又 は こ れ と 同 等 以 上 に 寸 法 及 び 寸 法 精 度 を 測 定 で き

る 方 法 に よ る こ と 。 

 三 圧 縮 強 度 及 び 密 度 の 基 準 値

が 定 め ら れ て い る こ と 。 
三 Ｊ Ｉ Ｓ Ａ 五 四 一 六 （ 軽 量 気 泡 コ ン ク リ ー ト パ ネ ル

）- 一 九 九 七 の 圧 縮 強 度 及 び 密 度 の 試 験 方 法 に よ る か 又

は こ れ と 同 等 以 上 に 圧 縮 強 度 及 び 密 度 を 測 定 で き る 方

法 に よ る こ と 。 

 四 乾 燥 収 縮 率 の 基 準 値 が 定 め

ら れ て い る こ と 。 

四 Ｊ Ｉ Ｓ Ａ 五 四 一 六 （ 軽 量 気 泡 コ ン ク リ ー ト パ ネ ル

）- 一 九 九 七 の 乾 燥 収 縮 率 の 試 験 方 法 に よ る か 又 は こ れ

と 同 等 以 上 に 乾 燥 収 縮 率 を 測 定 で き る 方 法 に よ る こ と 。 
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 五 曲 げ ひ び 割 れ 荷 重 の 下 限 値

を 加 え た と き の た わ み の 基 準

値 が 定 め ら れ て い る こ と 。 

五 Ｊ Ｉ Ｓ Ａ 五 四 一 六 （ 軽 量 気 泡 コ ン ク リ ー ト パ ネ ル

）- 一 九 九 七 の 曲 げ 強 さ の 試 験 方 法 に よ る か 又 は こ れ と

同 等 以 上 に 曲 げ ひ び 割 れ 荷 重 の 下 限 値 を 加 え た と き の

た わ み を 測 定 で き る 方 法 に よ る こ と 。 

 六 亀 裂 、 気 泡 む ら 、 欠 け 、 反

り そ の 他 の 構 造 耐 力 上 支 障 の

あ る 欠 陥 が な い こ と 。 

六 目 視 に よ っ て 行 う こ と 。 

別 表 第 三 （ 検 査 項 目 及 び 検 査 方 法 ） 

 (い
)

  (ろ
)

  (は
)

 

建 築 材 料 の

区 分 

検 査 項 目 検 査 方 法 

第 一 第 八 号

の 二 に 掲 げ

る 建 築 材 料 

別 表 第 二  (ろ
)

欄 に 規 定

す る 品 質 基 準 の す べ て

一 別 表 第 二  (は
)

欄 に 規 定 す る 測 定 方 法 等 に よ っ て 行 う 。 

 


